
予算額、
補助率等

(単位:千円)

実施主体
補助基準額等

事業概要

1
11,077,956

(県単独)
市町村

子ども・子育て支援新制度で創設された
「施設型給付費」及び「地域型保育給付
費」として、県費義務負担を行う。
【負担割合】
２号認定子ども：国1/2、県・市町村各1/4
３号認定子ども：国          59.08/100
　　　　　　　　県・市町村各20.46/100

2
1,251,312
(県単独)

市町村

１号認定子どもにおいて、子どものための
教育・保育給付費負担のうち地方単独費用
分を補助する。
【負担割合】
県・市町村各1/2

3
140,668

(県単独)
市町村

幼児教育・保育の無償化の導入に伴い創設
された「施設等利用給付費」として県費義
務負担を行う。
【負担割合】
国1/2、県・市町村各1/4

4
17,095

(県単独)

市町村
１施設当たり
2,000千円

～
5,000千円未満

就学前の幼児教育・保育における良好な子
育て環境づくりを支援するため、民間の保
育所及び幼保連携型認定こども園が保育環
境を改善するための整備を行う場合に補助
する。
【負担割合】
県1/2、市町村・事業者各1/4

5
5,634

(県単独、
一部国1/2)

認可外保育施設
・市町村

（中核市除く）

次のすべてに該当する認可外保育施設に補
助する(但し、(4)は届出施設であれば以下
の要件に関わらず補助対象とする)。
・年度当初（(1)「保育士配置充実事業」
は各月初日）に入所児童10人以上で、かつ
３歳未満児入所割合が２割以上(「(2)健康
診断」には適用しない）
・保育時間１日８時間以上
・「群馬県認可外保育施設指導監督基準」
に適合

(1)
保育士配置充
実
(平成13年度)

2,615

436

年額
1,743千円

年額
・435千円
(２時間)
・871千円
(４時間)

最低基準のほかに１名保育士を配置する施
設に補助する。
11時間の開所時間を超えて延長保育を行う
施設に補助の加算を行う。(長時間保育分)
【負担割合】
県・市町村各1/2

(2)
健康診断
(平成13年度)

133
１人

2,940円

入所児童に対する健康診断費に補助する。
【負担割合】
県・市町村各1/2

(3)
保育所等事故
防止推進事業
(平成31年度)

750
１か所当たり

500千円

保育中の事故防止を図るために必要な備品
等の導入費用に補助する。
【負担割合】
国1/2、県1/4、事業者1/4

 認可外保育施設支
援
(平成13年度)

子育て環境づくり
推進
（平成18年度）

令和６年度　保育係関係主要施策について

事業名
(事業発足年度)

子どものための教
育・保育給付費県
負担
(平成27年度)

施設型給付費等補
助
(平成27年度)

子育てのための施
設等利用給付費負
担
 (令和2年度)



予算額、
補助率等

(単位:千円)

実施主体
補助基準額等

事業概要
事業名

(事業発足年度)

(4)

ICTを活用した
子どもの見守
り支援事業
(令和５年度)

300
１か所当たり

200千円

GPS等を活用した見守りサービスなどの安
全対策に資する機器等の導入費用に補助す
る。
【負担割合】
国1/2、県1/4、事業者1/4

(5)

登降園管理シ
ステム導入支
援事業
(令和５年度)

1,050
１か所当たり

700千円

園児の登園及び降園の管理に関する機能を
有する機器の導入費用に補助する（ただし
初期費用に限る）。
【負担割合】
国1/2、県1/4、事業者1/4

6
39,530

(国10/10)
県

幼保連携型認定こども園が幼児教育に必要
な遊具・教具・運動用具・保健衛生用品を
購入するために要する経費を補助する。
【負担割合】
国1/2、事業者1/2

7
265,324

(県単独)
市町村

(中核市を除く)

低年齢児の処遇改善や食物アレルギー対策
等、地域社会の要望に即応した保育体制の
確立を図るため、市町村が行う保育事業に
要する経費に補助する。
【負担割合】
県･市町村各1/2

(1)
低年齢児保育
(昭和49年度)

256,924 月額10,900円

入所児童のうち１歳児が１人以上の民間保
育所及び認定こども園に補助する。
１歳児の保育士配置を基準の６：１から
５：１に充実するための経費を補助する。

(2)
食物アレル
ギー対策
(平成27年度)

8,400 年額100千円

保育所及び認定こども園において、安心・
安全な給食の提供を行い、食物アレルギー
に係る事故を防止するため、組織体制の強
化、給食設備等に係る経費の一部を補助す
る。

8
302,092

(県単独)
市町村

県内で家族を増やし、子育てする世帯の経
済的負担を軽減するために、認可保育所、
認定こども園及び認可外保育施設等を利用
する第３子以降の３歳未満児の保育料を無
料化する市町村に対して補助する。（認可
外保育施設利用者は、認可保育所を利用し
た場合の相当額を補助）
【負担割合】
県・市町村各1/2

認定こども園整備
事業
(平成21年度)

保育充実促進費補
助
(平成10年度)

第３子以降３歳未
満児保育料免除事
業費補助
(平成27年度)


